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①  救済制度 
 コロナにより期間内に手続ができなかった場合の救済もありますが、元々ある救済制度を挙げてみます。 

事例 状況 救済制度 手続の効果 

出願する前に自らの発明や意匠を発

表してしまった場合 

新規性欠如

の拒絶理由 

新規性喪失の

例外 

発表から１年以内に出願すれば、新規性

を失っていない扱い 

特許出願後に改良発明をしたとき 追加出願 
国内優先権の

主張 

１年以内に出願すれば、元の内容は先の

出願日、追加内容は後の出願日で判断 

特許出願から３年以内に審査請求を

しなかった場合 

特許出願の

みなし取下げ 

出願審査請求

の回復申請 
正当な理由があれば回復 

審査で拒絶理由が見つかった場合 
拒絶理由通

知 

意見書・補正

書の提出 
拒絶理由が解消すれば特許（登録）査定 

特許出願で拒絶理由通知の応答期

間が経過してしまった場合 
拒絶査定 期間延長請求 

期間経過後２ヶ月以内であれば、応答期

間を2ヶ月延長（特許印紙51,000円） 

商標登録出願で拒絶理由通知の応

答期間が経過してしまった場合 
拒絶査定 期間延長請求 

期間経過後２ヶ月以内であれば、応答期

間を２ヶ月延長（特許印紙4,200円） 

出願が拒絶査定になった場合 権利化断念 
拒絶査定不服

審判請求 

査定謄本送達から３ヶ月以内に審判を請

求することで継続 

特許出願が拒絶査定になった場合 権利化断念 出願変更 
査定謄本送達から３ヶ月以内に実用新案

出願や意匠登録出願に変更 

権利者の住所や氏名が誤った表示

で登録されてしまった場合 
原簿誤記 

表示更正登録

申請 
原簿上の登録名義人の表示を変更 

権利者が亡くなった場合 権利消滅 
相続による移

転登録申請 
権利を相続人に承継 

特許維持年金を納付期限までに納

付しなかった場合 
特許権消滅 特許料の追納 

６ヶ月以内に年金額の倍額を納付するこ

とで権利維持 

商標権の存続期間満了までに更新

登録申請をしなかった場合 
商標権消滅 登録料の追納 

６ヶ月以内に更新登録料の倍額を納付す

ることで存続期間更新 

模倣品を製造・販売された場合 損害発生 
差止請求 

損害賠償請求 
警告書を送付した上で裁判所に提訴 

類似品を製造・販売してしまった場合 権利侵害 無効審判請求 特許に無効理由があれば侵害回避 

 


